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（
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
、
第
五
十
三
条
」
を
「
、
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
及
び
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十

三
条
ま
で
」
を
「
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
二
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
」に
、「
、
同
法
第
五
十
三
条
及
び
」

を
「
並
び
に
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
」
に
、「
同
法
第
五
十
三
条
中
」
を
「
同
項
中
」
に
、「
同
条
第
二
号
」
を

「
同
項
第
二
号
」
に
、「
同
条
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
及
び
第
五
十
三
条
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保

第
三
条
の
見
出
し
を「（
総
合
確
保
方
針
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
公
的
介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
基
本

方
針
」
を
「
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」に
、

「
整
備
基
本
方
針
」
を
「
総
合
確
保
方
針
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
整
備
基
本
方
針
」
を
「
総
合
確
保
方
針
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項

二

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
に
関
し
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針

の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

三

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
及
び
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
の
作
成
並
び
に
こ

れ
ら
の
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
に
関
し
、
次
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
（
以
下
「
医
療
計
画
」

と
い
う
。）及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画（
以
下「
都

道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」
と
い
う
。）の
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

公
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
そ
の
他
第
六
条
の
基
金
を
充
て
て
実
施
す
る
同
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
事
業

に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

六

そ
の
他
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
に
関
し
必
要
な
事
項

第
三
条
第
三
項
中
「
整
備
基
本
方
針
」
を
「
総
合
確
保
方
針
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
総
合
確
保
方
針
の
案
を
作
成
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
医
療
又
は
介
護
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
者
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
次
条

第
四
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
介
護
保
険
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
者
（
次
条
第
四
項

及
び
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
「
医
療
保
険
者
」
と
い
う
。）、
医
療
機
関
、
同
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項

に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
次
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」

と
い
う
。）、
診
療
又
は
調
剤
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の

他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
四
章
中
第
二
十
一
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
三
章
中
第
二
十
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十

一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
九

条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第

三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
九
条
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）」を
削
り
、
第
二
章
中
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
施
設
設
置
者
は
」
を
「
都
道
府
県
整
備
施
設
（
市
町
村
計
画
に
掲
載
さ
れ
た
事
業
に
係
る
施
設
に
限

る
。）に
係
る
施
設
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
設
置
者
」
と
い
う
。）は
」
に
、「
市
町
村
整
備
施

設
」
を
「
都
道
府
県
整
備
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
市
町
村
整
備
計
画
に
掲
載
さ
れ
た
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
都
道
府
県
事
業
」

に
、「
市
町
村
整
備
施
設
」
を
「
都
道
府
県
整
備
施
設
」
に
改
め
、「（
以
下
「
施
設
設
置
者
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、

同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
を
充
て
て
整
備
す
る
」
を
「
第

六
条
の
基
金
を
充
て
て
実
施
す
る
医
療
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
要
す
る
費
用
又
は
」
に
、「
同
法
」
を
「
医
療
法
第
三

十
条
の
九
又
は
老
人
福
祉
法
」
に
、「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し

と
し
て「（
老
人
福
祉
法
等
の
特
例
）」を
付
す
る
。

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
八
十
三
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

目
次
中
「
公
的
介
護
施
設
等
の
整
備
（
第
三
条
e

第
九
条
）」を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確

保
（
第
三
条
e

第
十
一
条
）」に
、「
第
十
条
e

第
二
十
条
」
を
「
第
十
二
条
e

第
二
十
二
条
」
に
、「
第
二
十
一
条
」
を

「
第
二
十
三
条
」
に
、「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、「
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
施
設
及
び
設
備
の
計
画

的
な
整
備
等
」
を
「
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
」
に
、「
老
人
」
を
「
高
齢
者
」に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
高
齢
者
が
、
可
能
な
限

り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
、

介
護
、
介
護
予
防
（
要
介
護
状
態
若
し
く
は
要
支
援
状
態
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
若
し
く
は
要
支

援
状
態
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
を
い
う
。）、
住
ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保

さ
れ
る
体
制
を
い
う
。

（
労
働
者
派
遣
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
第
五
十
七
条
の
五
」
を
「
第
五
十
八
条
」
に
改
め
、「
第
六
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
六

十
八
条
の
二
」
を
加
え
、「
罰
則
の
規
定
」
を
「
罰
則
」
に
、「
第
八
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
六
項
」
に

改
め
る
。
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